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2020.3月議会質問資料 

11番議員 田中紀子 

A) 小学校の入学前説明会に配布された就学援助費の案内  A3 サイズ２ページ分 
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2020.3月議会質問資料 

11番議員 田中紀子 
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2020.3月議会質問資料 

11番議員 田中紀子 

B) 中学校の入学前説明会に配布された就学援助費の案内   A3 サイズ 1 ページ分 木更津市 HP にも掲載 
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2020.3月議会質問資料 

11番議員 田中紀子 

C) ２種類あった就学援助費の案内 比較 

A 入学前説明会に配布された就学援助費の案内   B 中学校の入学前説明会に配布された就学援助費の案内 

就学援助費 新学用品費の入学前支給のお知らせ タイトル 就学援助制度のお知らせ 

1. 新入学用品費 入学前支給の支給対象となる方 

内容 

1. 就学援助費の支給対象となる方 

1. 支給申請の方法  

申請期間 令和元年 12月 2日から令和 2年 1月 31日 

提出先 教育委員会学校教育課 

持参するもの  

① 就学援助申請書 

② 承諾書 

③ 口座振替申出書 

④ 同一生計全員の平成 31 年度所得・税額証明書 

⑤ 印鑑 

2. 支給申請の方法と結果通知について 

1) 就学している学校へ就学援助申請のご相談・面談 

2) 申請書を学校から受け取り、必要事項を記載し、学校へ提出 

3) 教育委員会において審査 

4) 審査結果を学校通じて保護者へ通知 

 

提出するもの 

① 就学援助申請書 

② 承諾書 

③ 要保護・準要保護児童生徒調査票 

④ 同一生計全員の平成 31 年度所得・税額証明書 

 

2. 結果通知・支給時期等について 

結果通知 2月中旬頃 

支給時期 令和 2年 3月中旬頃 

支給額  新入学用品費 50600円 

3. 入学後の就学援助制度申請について  

4. お問い合わせ先 お問い合わせ先 

参考 就学援助の内容 参考 就学援助の内容 

 

○木更津市要保護及び準要保護児童生徒就学援助実施要綱 

第６条 ２ 校長は前項の規定による申請があったときは、担当民生委員に準要保護児童生徒調査票への所見の記入を依頼するものとする。この

場合において、継続の場合は、省略することができる。また、校長は、調査票に児童生徒の生活状況及び学校納付金の納入状況等について所見

を記入し、当該申請書と就学援助費扶助申請一覧表を添付して教育委員会に提出しなければならない。 

 


